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令
和
四
年
十
月

一
、
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
僧
で
臨
済
宗
黄
檗
派
に
属
し
た
梅
嶺
道
雪

（
一
六
四
一
～
一
七
一
七
）
が
「
禅
戒
」
に
つ
い
て
以
下
の
認
識
を
示

し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
「
禅
戒
」
は
栄

西
に
始
ま
り
、
栄
西
以
後
、
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）

来
朝
ま
で
の
四
百
年
余
、
我
が
国
の
禅
戒
は
衰
退
し
異
説
を
生
じ
た
。

来
朝
し
た
隠
元
が
戒
を
参
学
の
範
模
と
し
万
福
寺
で
戒
壇
を
建
て
て
授

戒
し
た
た
め
再
び
〔
正
し
い
禅
戒
が
〕
天
下
に
広
ま
っ
た
。
以
上
の
認

識
で
あ
る
。
こ
れ
は
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
撰
『
沙

弥
律
儀
要
略
』
に
梅
嶺
が
施
注
し
開
板
す
る
際
に
み
ず
か
ら
寄
せ
た
序

に
示
さ
れ
る
。

一
方
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
は
そ
の
撰
述
に
お

い
て
「
禅
戒
」
と
い
う
語
を
用
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代

の
永
平
下
曹
洞
宗
の
諸
師
は
、
あ
る
い
は
肯
定
的
に
、
あ
る
い
は
否
定

的
に
「
禅
戒
」
の
語
を
用
い
て
戒
を
論
じ
て
い
る
。
永
平
下
諸
師
と
梅

嶺
道
雪
の
認
識
を
比
較
す
る
と
き
、
諸
師
の
立
場
が
明
確
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。　

二
、
梅
嶺
道
雪

梅
嶺
道
雪
は
大
眉
性
善（
一
六
一
六
～
一
六
七
三
）の
法
嗣
で
あ
り
、

大
眉
は
隠
元
隆
琦
の
法
嗣
で
あ
る
。
大
眉
の
法
を
嗣
ぐ
以
前
に
は
即
非

如
一
（
一
六
一
六
～
一
六
七
一
）
に
も
参
じ
て
い
る
。

梅
嶺
の
伝
は
以
下
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

⑴
「
天
照
開
山
故
法
王
梅
嶺
雪
公
和
尚
塔
銘
併
序
」

宮
城
県
仙
台
の
両
足
山
大
年
禅
寺
に
住
し
た
香
国
道
蓮
（
生
没
年
未

詳
）
が
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
六
月
に
撰
述
し
た
も
の
。
香
国
は
慧

林
性
機
（
一
六
〇
九
～
一
六
八
一
）
の
法
嗣
で
あ
り
、
慧
林
は
隠
元

隆
琦
の
法
嗣
で
あ
る
。「
天
照
」
は
梅
嶺
が
開
創
し
た
伊
勢
（
三
重
県
）

天
照
山
法
泉
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
塔
銘
は
井
上
敏
幸
・
伊
香
賀
隆

梅
嶺
道
雪
の
禅
戒
に
つ
い
て

�

岩
　
　
永
　
　
正
　
　
晴
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編
『
肥
前
鹿
島
福
源
寺
小
志
』（
平
成
二
五
年
、
佐
賀
大
学
地
域
学
歴

史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
刊
）に
原
文
と
読
み
下
し
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑵
「
法
泉
開
山
梅
嶺
雪
公
行
業
記
」

梅
嶺
の
法
嗣
で
近
江
国
（
滋
賀
県
）
法
王
山
正
宗
寺
に
住
し
た
暁
雲

元
岫
が
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
撰
述
し
た
も
の
。
井
上
敏
幸
・
伊

香
賀
隆
編
『
肥
前
鹿
島
福
源
寺
小
志
』（
平
成
二
五
年
、
佐
賀
大
学
地

域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
刊
）
に
原
文
と
読
み
下
し
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

⑶
「
伊
勢
州
多
気
郡
相
可
村
天
照
開
山
故
法
王
梅
嶺
和
尚
塔
銘
並
序
」

こ
の
塔
銘
は
松
阪
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
著
『
松
阪
市
史　

第
八
巻

　

史
料
篇　

地
誌
⑴　

勢
国
見
聞
集
』（
一
九
七
九
年
）
に
筆
耕
さ
れ

収
録
さ
れ
て
い
る
。
香
国
道
蓮
が
享
保
十
四
年
（
一
七
一
九
）
に
撰
述

し
た
と
の
識
語
を
持
つ
が
、
そ
の
文
章
は
⑴
の
塔
銘
と
多
く
重
複
し
、

や
や
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
性
は
未
詳
で
あ
る
。

『
肥
前
鹿
島
福
源
寺
小
志
』
の
解
題
に
よ
れ
ば
⑴
と
⑵
は
京
都
黄
檗

山
万
福
寺
所
蔵
『
法
泉
開
山
履
歴
書
』
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら

筆
耕
し
た
と
い
う
。

大
槻
幹
郎
・
加
藤
正
俊
・
林
雪
光
編
著
『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』（
昭

和
六
十
三
年
、
思
文
閣
出
版
刊
）
の
「
梅
嶺
道
雪
」
項
は
⑴
と
⑵
に
基

づ
い
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
井
上
敏
幸
「
小
城
の
黄
檗
僧

―
潮
音
と
梅
嶺
―
」（『
黄
檗
僧
と
鍋
島
家
の
人
々
―
小
城
の
潮
音
・
梅

嶺
の
活
躍
―
』〈
平
成
二
〇
年
、
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
〉
所
収
）
も
⑴
と
⑵
に
基
づ
い
て
梅
嶺
の
伝
を
紹
介
し
て
い
る
。

た
だ
し
⑴
と
⑵
は
―
⑶
も
同
様
で
あ
る
が
―
難
解
な
漢
文
で
書
か
れ
て

お
り
、
文
意
を
取
る
こ
と
が
困
難
な
部
分
も
多
い
た
め
か
、
両
者
の
理

解
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
簡
単
に
梅
嶺
の
行
状
を
た
ど
る
な
ら
ば
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

梅
嶺
道
雪
は
肥
前
小
城
郡
（
佐
賀
県
小
城
市
）
の
人
。
十
七
歳
の
時

に
臨
済
宗
の
医
王
山
三
岳
寺
雪
岩
慶
存
に
つ
い
て
出
家
し
た
。
程
な
く

し
て
遍
参
し
潮
音
道
海
（
一
六
二
八
～
一
六
九
五
）
等
を
同
参
と
し

て
修
行
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
黄
檗
山
万
福
寺
に
掛
錫
し
て
即

非
如
一
に
参
じ
た
。
そ
の
年
、
隠
元
隆
琦
に
よ
る
第
一
次
三
壇
戒
会
に

て
戒
弟
と
な
っ
て
受
戒
し
て
い
る
。

即
非
如
一
が
西
下
し
小
倉
藩
主
小
笠
原
忠
真
（
一
五
九
六
～

一
六
六
七
）
に
よ
っ
て
広
寿
山
福
聚
寺
の
開
山
に
迎
え
ら
れ
、
梅
嶺
は

こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
即
非
の
長
崎
崇
福
寺
へ
の
入
寺
な
ど

に
も
従
っ
て
い
る
が
、
即
非
の
示
寂
後
は
黄
檗
山
万
福
寺
に
登
っ
て
隠

元
に
侍
し
た
。
隠
元
の
示
寂
後
は
大
眉
性
善
に
参
じ
、
三
十
三
歳
の
折

に
そ
の
印
可
を
受
け
た
と
い
う
。

梅
嶺
は
伽
藍
縁
に
恵
ま
れ
た
人
で
あ
り
、
自
ら
開
山
と
な
っ
た
寺
院

や
本
師
大
眉
性
善
を
開
山
に
勧
請
し
て
晋
住
し
た
寺
院
は
多
く
枚
挙
に

遑
が
な
い
が
、
肥
前
鹿
島
（
佐
賀
県
鹿
島
市
）
の
円
通
山
福
源
寺
と
近

江
（
滋
賀
県
）
法
王
山
正
宗
寺
が
中
心
的
な
道
場
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
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る
。享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
六
月
二
日
に
示
寂
、
世
寿
七
十
七
。『
梅

嶺
雪
禅
師
語
録
』（
三
巻
）、『
法
王
梅
嶺
禅
師
語
録
』（
六
巻
）
等
の
著

作
が
あ
り
、『
三
籟
集
』
や
『
沙
弥
律
儀
要
略
』
に
施
注
し
開
板
、
本

師
大
眉
の
『
東
林
大
眉
和
尚
夢
語
』
の
開
板
な
ど
の
業
績
も
遺
っ
て
い

る
。

三
、『
沙
弥
律
儀
要
略
』
と
そ
の
序

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
梅
嶺
は
、
雲
棲
撰
『
沙
弥
律
儀
要
略
』
に
施

注
し
て
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
京
都
の
書
肆
田
原
二
左
衛
門
を

板
元
と
し
、
み
ず
か
ら
序
を
付
し
て
開
板
し
て
い
る（

（
（

。
梅
嶺
以
前
に
は

同
じ
書
肆
田
原
二
左
衛
門
が
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
に
注
の
な
い
テ
キ

ス
ト
を
開
板
し
て
い
る
か
ら（
２
（、
梅
嶺
の
施
注
は
こ
の
書
に
基
づ
い
た
も

の
か
と
察
せ
ら
れ
る
。

『
沙
弥
律
儀
要
略
』
は
『
雲
棲
法
彙
』
第
十
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

上
下
二
篇
か
ら
な
り
、
上
篇
は
「
戒
律
門
」
と
し
て
沙
弥
の
十
戒
を
解

説
し
、
下
篇
は
「
威
儀
門
」
と
し
て
沙
弥
の
守
る
べ
き
威
儀
二
十
四
条

を
諸
経
や
古
清
規
よ
り
選
ん
で
解
説
し
て
い
る
。
な
お
上
篇「
戒
律
門
」

の
冒
頭
に
「
然
後
、
爲
比
丘
戒
之
階
梯
、
遠
爲
菩
薩
戒
之
根
本
（
然
る

後
に
比
丘
戒
の
階
梯
と
為
り
、
遠
く
は
菩
薩
戒
の
根
本
と
為
る
）」
と

の
記
述
が
あ
り（

3
（

、
雲
棲
の
通
受
菩
薩
戒
の
立
場
が
前
提
と
な
り
撰
述
さ

れ
て
い
る
。
清
代
に
作
成
さ
れ
た
注
疏
と
し
て『
沙
弥
律
儀
要
略
述
義
』

と
弘
賛
『
沙
弥
律
儀
要
略
増
註
』
が
あ
る
。

梅
嶺
の
序
は
近
現
代
に
お
い
て
翻
刻
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
、
よ
っ
て

筆
者
所
蔵
本
の
写
真
を
本
稿
末
尾
に
掲
げ
て
お
く
の
で
参
照
さ
れ
た

い（
（
（

。こ
こ
に
筆
者
所
蔵
本
に
よ
っ
て
翻
刻
し
て
お
く
。
な
お
筆
者
は
臨
済

宗
黄
檗
派
の
日
本
人
僧
が
書
く
漢
文
に
親
し
ん
で
い
な
い
の
で
、
十
分

に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
く
、
特
に
『
沙
弥
律
儀
要
略
』

の
施
注
・
開
板
に
及
ん
だ
経
緯
を
述
べ
る
部
分
の
読
解
は
難
し
い
。
試

み
に
訓
読
し
た
文
を
掲
げ
大
方
の
ご
批
正
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
な
お

訓
読
に
際
し
本
学
の
大
澤
邦
由
先
生
に
御
教
示
を
仰
い
だ
。
こ
こ
に
記

し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
不
備
の
責
が
筆
者
に
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

〔
本
文
〕

　

沙
彌
戒
律
儀
要
畧
者

蓮
池
大
師
所
撰
實
爲
二
戒
之
基
萬
善
之
本

　

入
禪
道
之
階
梯
成
能
仁
之
本
始
其
所
關

　

者
大
矣
我
邦
禪
戒
權
輿
於

　

千
光
國
師
相
接
流
通
迄
今
四
百
年
後
宗

　

綱
盡
弛
戒
範
難
張
異
趣
別
竇
與
大
道
之

　

乖
違
者
不
知
其
幾
天
假
我

黄
檗
老
和
尚
法
駕
東
渡
振
起
正
宗
中
興
祖
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道
首
法
毘
尼
爲
參
學
之
範
模
而
啓
敬
信

　

風
行
天
下
縁
此
天
下
翕
然
歸
依
建
大
戒

　

壇
於
萬
福
新
寺
授
與
時
哲
投
誠
具
戒
固

　

築
基
先
雪
幸
値
逢
嘉
運
忝
預
戒
末
信
受

　

奉
行
拳
拳
益
力
占
得
第
一
關
頭
方
知
斯

　

道
之
本
丙
午
冬
侍

　

本
師
和
尚
於
廣
壽
當
家
法
雲
師
兄
適
以

　

伽
藍
感
夢
因
縁
囑
雪
宣
講
律
儀
勉
同
衣

　

侶
身
嚴
戒
行
時
座
下
衣
光
濟
濟
後
生
可

　

畏
予
何
爭
致
其
先
雲
師
即
以
所
夢
白
於

　

方
丈
命
令
直
行
俾
於
風
化
是
不
獲
已
而

　

從
命
焉
遂
考
事
實
用
贅
頭
書
散
香
罷
坐

　

時
就
講
案
指
及
其
所
未
解
者
而
明
告
之

　

經
旬
畢
篇
爲
無
媿
同
志
之
所
加
勉
此
一

　

時
嚮
往
跡
也
今
春
友
人
特
請
向
本
發
梓

　

以
惠
弘
戒
之
守
約
云
噫
是
記
一
言
以
及

　

其
始

　

峕
寛
文
九
年
時
歳
次
己
酉
中
春
日

　
　
　
　
　

肥
州
福
源
沙
門
雪
梅
嶺
謹
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
藤
津
沙
門
］［
梅
嶺
氏
］

〔
訓
読
〕

『
沙
弥
戒
（
マ
マ
（律
儀
要
略
』
と
は
、
蓮
池
大
師
の
所
撰
に
し
て
、
実
に

二
戒
の
基
、
万
善
の
本
、
禅
道
に
入
る
の
階
梯
、
能
仁
を
成
ず
る

の
本
始
な
り
、
そ
の
関あ
づ

か
る
所
の
者
は
大
た
り
。
我
が
邦
の
禅
戒

は　

千
光
国
師
（
栄
西
）
に
権
輿
し
、
相
い
接
し
て
流
通
し
、
今

に
及
ぶ
こ
と
四
百
年
。
後
に
宗
綱
尽
く
弛ゆ
る

み
、
戒
範
張
り
難
く
、

異
趣
、
別
竇
あ
り
て
、
大
道
と
乖
違
す
る
は
、
そ
の
幾い
く
ばく
な
る
か

を
知
ら
ず
。
天
、
我
が
黄
檗
老
和
尚
（
隠
元
隆
琦
）
を
仮か

り
、
法

駕
東
渡
し
、
正
宗
を
振
起
し
、
祖
道
を
中
興
す
。
首
め
毘
尼
に
法
の
っ
と

り
参
学
の
範
模
と
為
し
、
而
し
て
敬
信
を
啓
き
天
下
に
風
行
す
。

こ
れ
に
縁
り
て
、
天
下
翕
然
と
し
て
帰
依
す
。
大
戒
壇
を
万
福
の

新
寺
に
建
つ
。
時
哲
に
授
与
す
る
に
、
投と
う

誠じ
ょ
うし
て
具
戒
し
固
く
基

を
築
く
。
先
に
雪
、
幸
い
に
嘉
運
に
値
い
逢
う
て
戒
末
に
預
か
る

こ
と
を
忝
く
す
。
信
受
奉
行
し
拳
拳
と
し
て
ま
す
ま
す
力
め
、
第

一
関
頭
を
占
め
得
え
て
、方
め
て
こ
の
道
の
本
を
知
る
。
丙
午（
寛

文
六
年
〈
一
六
六
六
）
の
冬
、
本
師
和
尚
（
即
非
如
一
）
に
広
寿

に
侍
す
。
当
家
の
法
雲
師
兄
（
法
雲
明
洞
）、
た
ま
た
ま
伽
藍
を

夢
に
感
じ
し
因
縁
を
以
て
雪
に
嘱
し
て
律
儀（『
沙
弥
律
儀
要
略
』）

を
宣
講
し
、
同
衣
の
侶
を
勉
ま
し
て
、
身
に
戒
行
を
厳
に
せ
し
む
。

時
に
座
下
の
衣
光
は
済
済
に
し
て
、
後
生
畏
る
べ
く
し
て
、
予
、

何
ぞ
そ
の
先
を
致
す
を
争
わ
ん
。
雲
師
、
即
ち
夢
み
る
所
を
以
て

方
丈
に
白
す
。
命
令
し
て
直
に
行
き
て
風
化
せ
し
む
れ
ば
、
是
れ
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已
む
こ
と
を
獲
ず
し
て
命
に
従
え
り
。
遂
に
事
実
を
考
え
用
て
頭

書
を
贅つ
ら

ね
、
散
香
し
坐
を
罷
む
。
時
に
、
講
案
に
就
い
て
、
指
し

て
そ
の
未
だ
解
せ
ざ
る
所
に
及
ん
で
は
之
を
明
告
し
、
旬
を
経
て

篇
を
畢
り
ぬ
。
同
志
の
加ま
す
ます
勉
む
る
所
に
媿
づ
る
無
き
を
為
す
。

こ
の
一
時
、
往
跡
に
嚮
う
な
り
。
今
春
、
友
人
特
に
本
に
向
い
て

梓
に
発
き
以
て
弘
戒
の
守
約
を
恵
ま
ん
こ
と
を
請
う
と
云
え
り
。

あ
あ
、
是
に
一
言
を
記
し
て
以
て
そ
の
始
に
及
ば
ん
。

　

峕
寛
文
九
年
時
歳
次
己
酉
（
一
六
六
九
）
中
春
日

　
　
　
　
　

肥
州
福
源
沙
門
雪
梅
嶺
謹
し
ん
で
序
す

〔
語
注
〕

【
蓮
池
大
師
】
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
の
こ
と
。

浙
江
省
杭
州
五
雲
山
の
雲
棲
寺
に
住
し
た
。
そ
の
撰
述
は
『
雲
棲

法
彙
』
全
三
十
四
巻
に
収
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
別
行
さ
れ
た

『
禅
関
策
進
』『
僧
訓
日
紀
』『
緇
門
崇
行
録
』『
自
知
録
』『
竹
窓

随
筆
』
な
ど
が
広
く
読
ま
れ
た
。

【
二
戒
】
四
分
律
に
基
づ
く
大
僧
戒
と
菩
薩
戒
。
一
丁
表
「
受
具
」

の
頭
注
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

［
受
具
］
即
具
足
戒
也
。
尼
戒
者
三
百
五
十
條
、
比
丘
戒

二
百
五
十
條
。
菩
薩
三
聚
曁
五
十
八
戒
等
。
倶
名
具
足
。
今
正
指

後
二
戒
也
。

〔
訓
読
〕

［
受
具
］
と
は
即
ち
具
足
戒
な
り
。
尼
の
戒
は
三
百
五
十
條
、
比

丘
の
戒
は
二
百
五
十
條
、
菩
薩
は
三
聚
お
よ
び
五
十
八
戒
等
、
倶

に
具
足
と
名
づ
く
。
今
、
正
し
く
後
の
二
戒
を
指
す
な
り
。

【
本
始
】
原
初
（
は
じ
め
て
の
、
最
初
の
）、
本
初
（
は
じ
め
）
の

意
（『
漢
語
大
詞
典
』）。

【
我
が
邦
の
禅
戒
】
日
本
の
禅
宗
に
お
け
る
戒
律
の
伝
承
の
意
味

で
あ
ろ
う
が
、「
禅
戒
」
と
い
う
語
の
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

【
千
光
国
師
に
権
輿
し
】「
千
光
国
師
」
は
明
庵
栄
西
（
一
一
四
一

～
一
二
一
五
）。「
権
輿
」
は
「
物
事
の
初
め
。
芽
生
え
。
ま
た
、

は
じ
め
る
。
創
造
す
る
」（『
漢
辞
海
第
四
版
』）。
我
が
国
の
「
禅

戒
」
が
栄
西
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
主
張
。
栄
西
に
よ
る
菩
薩
戒

の
伝
承
を
受
け
て
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
～
一
三
四
六
）
が
ま

と
め
て
序
を
付
け
た
『
禅
戒
軌
并
序
』（
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

開
板
『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
第
五
所
収
）
を
踏
ま
え
る
か
。『
禅

戒
軌
』
で
は
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
を

説
く
が
、附
載
さ
れ
る
栄
西
述
「
梵
網
経
菩
薩
戒
作
法
」
に
は
「
今

此
戒
中
有
十
六
種
事
。
三
歸
戒
、
三
聚
淨
戒
、
十
重
禁
戒
也
（
今

こ
の
戒
中
に
十
六
種
の
事
有
り
。
三
帰
依
、
三
聚
浄
戒
、
十
重
禁

戒
な
り
）」
と
あ
っ
て
十
六
条
の
戒
を
挙
げ
る
。
注
（
5
）
参
照
。

【
四
百
年
後
】
栄
西
遷
化
の
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
か
ら
臨
済

宗
黄
檗
派
の
祖
た
る
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）
が

来
朝
し
た
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
ま
で
の
概
数
か
。
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【
異
趣
】
意
見
を
異
に
す
る
。

【
別
竇
】「
竇
」
は
門
の
傍
ら
の
小
さ
な
入
口
。

【
時
哲
】「
當
代
的
賢
達
」（『
漢
語
大
詞
典
』）。

【
戒
末
に
預
か
る
】
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
十
二
月
朔
日
、
隱

元
隆
琦
が
黄
檗
山
万
福
寺
で
初
め
て
の
三
壇
戒
会
を
開
い
た
際
、

梅
嶺
道
雪
も
こ
れ
に
連
な
っ
て
受
戒
し
た
（「
法
泉
開
山
梅
嶺
雪

公
行
業
記
」）。

【
第
一
関
頭
を
占
め
得
て
】
具
体
的
な
こ
と
は
未
詳
。「
法
泉
開
山

梅
嶺
雪
公
行
業
記
」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
豊
前

小
倉
の
小
笠
原
忠
真
の
別
業
金
粟
園
に
留
ま
る
即
非
如
一
の
も
と

に
あ
っ
た
梅
嶺
道
雪
に
つ
い
て
「
有
機
縁
」
と
述
べ
る
が
こ
の
こ

と
か
。

【
丙
午
の
冬
…
…
】
梅
嶺
道
雪
（
一
六
四
一
～
一
七
一
七
）
存
命

中
の
丙
午
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
あ
た
る
。
こ
の
年
、
豊

前
小
倉
広
寿
山
福
聚
寺
に
て
即
非
如
一
（
一
六
一
六
～

一
六
七
一
）
に
侍
し
て
お
り
、
即
非
を
「
本
師
」
と
称
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

【
法
雲
師
兄
】
法
雲
明
洞
（
一
六
三
八
～
一
七
〇
六
）
の
こ
と
。

寛
文
六
年
丙
午
の
前
年
（
一
六
六
五
）
正
月
に
法
雲
は
即
非
の
付

嘱
を
受
け
、
五
月
に
は
豊
前
小
倉
広
寿
山
福
聚
寺
の
監
院
と
な
っ

た
。

【
伽
藍
感
夢
因
縁
】
未
詳
。
寛
文
五
年
に
即
非
如
一
の
法
を
嗣
い

だ
法
雲
明
洞
は
寛
文
八
年
に
即
非
の
後
席
を
襲
っ
て
広
寿
山
福
聚

寺
を
董
し
た
。
こ
の
間
、
寛
文
六
年
に
即
非
が
法
雲
に
福
聚
寺
を

譲
る
夢
を
感
得
し
た
と
い
う
意
味
か
。

【
宣
講
律
儀
】「
宣
講
」
は
『
漢
語
大
詞
典
』
に
「
對
衆
宣
傳
講
述
」

と
あ
る
。「
律
儀
」
は
戒
律
一
般
の
意
味
で
は
な
く
『
沙
弥
律
儀

要
略
』
の
こ
と
で
、『
沙
弥
律
儀
要
略
』
の
講
義
を
し
た
意
味
か

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「
法
泉
開
山
梅
嶺
雪
公
行
業
記
」
に
は
「
丙

午
春
監
院
法
雲
禅
師
、感
夢
伽
藍
。
白
方
丈
講
律
儀
」
と
あ
っ
て
、

律
儀
を
講
じ
た
の
は
法
雲
明
洞
で
あ
る
と
理
解
し
て
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
一
方
、井
上
敏
幸
「
小
城
の
黄
檗
僧
―
潮
音
と
梅
嶺
―
」

で
は
「
寛
文
六
年
二
十
六
歳
。
即
非
の
命
で
、
律
儀
を
講
ず
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
梅
嶺
が
『
律
儀
』
を
講
じ
た
と
と
る
。

【
同
衣
の
侶
】同
じ
衣
を
身
に
つ
け
る
同
志
、と
い
う
程
の
意
味
か
。

例
え
ば
雲
棲
袾
宏
『
竹
窓
二
筆
』「
結
社
會
」（
承
応
二
年

〈
一
六
五
三
〉秋
田
屋
平
左
衛
門
開
板
）に「
願
與
同
衣
共
守
之（
願

は
く
は
同
衣
と
共
に
こ
れ
を
守
れ
）」
と
あ
る
。

【
衣
光
】
お
袈
裟
の
光
。『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』（
大

正
蔵
二
四
、二
七
六
頁
中
段
）
で
は
「
熟
打
衣
（
よ
く
打
っ
て
光

を
出
す
衣
）」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
の
熟
打

衣
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
が
「
衣
光
」
と
表
現
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ

こ
で
は
立
派
な
僧
侶
を
い
う
も
の
か
。

【
散
香
】「
坐
禅
の
時
、坐
堂
内
の
雑
話
を
警
め
る
た
め
に
直
日
（
直
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堂
）
が
堂
内
を
巡
行
す
る
こ
と
。
ま
た
〔
黄
檗
清
規
〕（
法
具
圖
）

に
よ
れ
ば
香
版
（
警
策
き
ょ
う
さ
く
）
の
表
に
「
散
香
」
と
記
し
、

背
に
「
警
雑
話
」
と
記
す
。」（『
禅
学
大
辞
典
』）。

梅
嶺
が
施
注
・
開
板
に
及
ん
だ
経
緯
を
こ
の
序
に
よ
っ
て
察
す
れ
ば

次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
考
え
る
。

寛
文
六
年
、
豊
前
の
広
寿
山
福
聚
寺
に
て
即
非
如
一
に
侍
し
て
た
梅

嶺
は
、
即
非
の
法
嗣
と
な
っ
て
福
聚
寺
の
後
席
を
襲
う
こ
と
に
な
る
法

雲
明
洞
（
一
六
三
八
～
一
七
〇
六
）
が
「
伽
藍
を
感
じ
し
因
縁
」（
詳

細
は
不
明
）
に
よ
り
梅
嶺
に
『
沙
弥
律
儀
要
略
』
の
講
義
を
命
じ
た
。

そ
の
際
、
禅
餘
に
書
き
入
れ
を
行
い
旬
（
十
日
）
を
経
て
施
注
を
終
え

た
。
そ
し
て
寛
文
九
年
の
春
に
友
人
の
勧
め
に
よ
っ
て
上
梓
す
る
に
及

ん
だ
。

四
、
梅
嶺
道
雪
に
お
け
る
禅
戒

さ
て
梅
嶺
は
『
沙
弥
律
儀
要
略
』
の
序
に
お
い
て
「
禅
戒
」
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

我
邦
禪
戒
、
權
輿
於
千
光
國
師
、
相
接
流
通
迄
今
四
百
年
後
、
宗

綱
盡
弛
、
戒
範
難
張
、
異
趣
別
竇
、
與
大
道
之
乖
違
者
不
知
其
幾
。

天
假
我
黄
檗
老
和
尚
、
法
駕
東
渡
、
振
起
正
宗
、
中
興
祖
道
、
首

法
毘
尼
、
爲
參
學
之
範
模
而
啓
敬
信
風
行
天
下
。
縁
此
天
下
翕
然

歸
依
、
建
大
戒
壇
於
萬
福
新
寺
授
與
、
時
哲
投
誠
具
戒
固
築
基
。

〔
訓
読
〕

我
が
邦
の
禅
戒
は　

千
光
国
師
に
権
輿
し
、相
い
接
し
て
流
通
し
、

今
に
及
ぶ
こ
と
四
百
年
。
後
に
宗
綱
尽
く
弛ゆ
る

み
、戒
範
張
り
難
く
、

異
趣
、
別
竇
あ
り
て
、
大
道
と
乖
違
す
る
は
、
そ
の
幾い
く
ばく
な
る
か

を
知
ら
ず
。
天
、
我
が
黄
檗
老
和
尚
（
隠
元
隆
琦
）
を
仮か

り
、
法

駕
東
渡
し
、
正
宗
を
振
起
し
、
祖
道
を
中
興
す
。
首
め
毘
尼
に
法
の
っ
と

り
参
学
の
範
模
と
為
し
、
而
し
て
敬
信
啓
き
天
下
に
風
行
す
。
こ

れ
に
縁
り
て
、
天
下
翕
然
と
し
て
帰
依
す
。
大
戒
壇
を
万
福
の
新

寺
に
建
つ
。
時
哲
に
授
与
す
る
に
、
投と
う

誠じ
ょ
うし
て
具
戒
し
固
く
基
を

築
く
。

以
上
の
こ
と
か
ら
梅
嶺
は
、

一�

、
我
が
国
の
「
禅
戒
」
は
栄
西
に
始
ま
っ
た
（
栄
西
以
後
、
隠
元

来
朝
ま
で
の
四
百
年
余
、
我
が
国
の
禅
戒
は
衰
退
し
異
説
を
生
じ

た
）。

二�

、
来
朝
し
た
隠
元
が
戒
を
参
学
の
範
模
と
し
万
福
寺
で
戒
壇
を
建

て
て
授
戒
し
た
た
め
再
び
〔
正
し
い
禅
戒
が
〕
天
下
に
広
ま
っ
た
。

と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

以
下
、
こ
こ
で
言
う
「
禅
戒
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

梅
嶺
が
「
我
が
国
の
「
禅
戒
」
は
栄
西
に
始
ま
っ
た
」
と
認
識
を
も
っ

た
の
は
、
正
し
い
推
論
で
は
な
く
推
理
に
過
ぎ
な
い
が
、
虎
関
師
錬

（
一
二
七
八
～
一
三
四
六
）「
禅
戒
軌
並
序
」
と
栄
西
述
と
さ
れ
る
「
梵

網
経
菩
薩
戒
作
法
」
に
基
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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梅
嶺
が『
沙
弥
律
儀
要
略
』の
開
板
に
及
ん
だ
寛
文
九
年（
一
六
六
九
）

に
先
立
つ
こ
と
十
二
年
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
『
諸
回
向
清
規

式
』
が
開
板
さ
れ
た（
５
（。
該
書
の
巻
五
に
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
中

秋
日
に
撰
述
さ
れ
た
と
い
う
虎
関
師
錬
の
序
を
も
つ
「
禅
戒
軌
並
序
」

と
、「
入
唐
沙
門
榮
西
述
」
と
の
撰
述
識
語
を
も
つ
「
梵
網
経
菩
薩
戒

作
法
」
を
含
む
。

「
禅
戒
軌
」
は
虎
関
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
授
戒
の
儀
軌
で
あ
り
そ

の
戒
相
は
『
梵
網
経
』
に
基
づ
く
十
重
四
十
八
軽
戒
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
「
序
」
は
禅
戒
と
い
う
語
の
典
故
を
論
ず
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
る

以
下
の
一
文
を
含
む（
６
（。

予
見
諸
家
戒
系
、
譜
名
皆
不
連
属
、
只
我
禪
戒
、
自
佛
世
尊
至
今

時
、
繩
繩
不
絶
一
人
。
故
諸
戒
法
、
此
戒
爲
最
。

〔
訓
読
〕

予
、
諸
家
の
戒
系
を
見
る
に
譜
名
み
な
連
属
せ
ず
、
た
だ
我
が
禅

戒
、
仏
世
尊
よ
り
今
時
に
至
る
ま
で
縄
々
と
し
て
一
人
を
（
マ
マ
（絶
え

ず
。
故
に
諸
の
戒
法
、
こ
の
戒
を
最
と
為
す
。

栄
西
述
と
い
う
「
梵
網
経
菩
薩
戒
作
法
」
が
あ
る
、
我
が
国
へ
の
禅

の
初
伝
が
栄
西
で
あ
る
な
ら
、
わ
が
国
禅
戒
の
初
め
も
栄
西
で
あ
る
と

い
う
認
識
が
当
時
共
有
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
梵
網
経
菩
薩

戒
作
法
」
の
戒
相
は
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
の
十
六
条
戒
で

あ
り
、
道
元
禅
師
の
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
と
同
じ
で
あ
る
。

隠
元
は
雲
棲
の
戒
思
想
を
継
承
す
る
よ
う
で
あ
る
。

『
菩
薩
善
戒
経
』
に
は
以
下
の
経
文
が
あ
る（
７
（。

菩
薩
摩
訶
薩
成
就
戒
。
成
就
善
戒
。
成
就
利
益
衆
生
戒
。
先
當
具

足
學
優
婆
塞
戒
沙
彌
戒
比
丘
戒
。
若
言
不
具
優
婆
塞
戒
得
沙
彌
戒

者
。
無
有
是
處
。
不
具
沙
彌
戒
得
比
丘
戒
者
。
亦
無
是
處
。
不
具

如
是
三
種
戒
者
得
菩
薩
戒
。
亦
無
是
處
。
譬
如
重
樓
四
級
次
第
。

不
由
初
級
至
二
級
者
。
無
有
是
處
。
不
由
二
級
至
於
三
級
。
不
由

三
級
至
四
級
者
。
亦
無
是
處
。
菩
薩
具
足
三
種
戒
已
。
欲
受
菩
薩

戒
。
應
當
至
心
以
無
貪
著
捨
於
一
切
内
外
之
物
。
若
不
能
捨
不
具

三
戒
。
終
不
能
得
菩
薩
戒
也
。

〔
訓
読
〕

菩
薩
摩
訶
薩
、
戒
を
成
就
し
、
善
戒
を
成
就
し
、
利
益
衆
生
戒
を

成
就
せ
ん
に
は
、
先
ず
当
に
優
婆
塞
戒
・
沙
彌
戒
・
比
丘
戒
を
学

す
る
こ
と
を
具
足
せ
よ
。
も
し
、
優
婆
塞
戒
を
具
せ
ず
し
て
沙
弥

戒
を
得
る
は
是
処
あ
る
こ
と
な
し
。
沙
弥
戒
を
具
せ
ず
し
て
比
丘

戒
を
得
る
は
ま
た
是
処
な
し
、
是
の
如
き
三
種
の
戒
を
具
せ
ざ
る

者
の
菩
薩
戒
を
得
る
は
ま
た
是
処
な
し
と
言
わ
ん
。
譬
え
ば
重
楼

四
級
の
次
第
の
如
し
。
初
級
に
由
ら
ず
し
て
二
級
に
至
ら
ん
は
是

処
あ
る
こ
と
な
し
。
二
級
に
由
ら
ず
し
て
三
級
に
至
り
、
三
級
に

由
ら
ず
し
て
四
級
に
至
ら
ん
は
ま
た
是
処
な
し
。
菩
薩
は
三
種
の

戒
を
具
足
し
已
っ
て
菩
薩
戒
を
受
け
ん
と
欲
し
て
は
、
応
当
に
至

心
に
貪
著
な
き
を
以
て
一
切
内
外
の
物
を
捨
す
べ
し
。
も
し
捨
す

る
こ
と
を
能
わ
ざ
れ
ば
三
戒
を
具
せ
ず
、
終
に
菩
薩
戒
を
得
る
こ
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と
能
わ
ざ
る
な
り
。

雲
棲
は
『
梵
網
経
心
地
戒
義
疏
発
隠
』
巻
之
五（
８
（や
『
竹
窓
三
筆
』「
直

授
菩
薩
戒（
９
（」
に
て
こ
の
経
文
を
引
用
し
、
必
ず
優
婆
塞
戒
・
沙
弥
戒
・

比
丘
戒
を
受
け
て
か
ら
菩
薩
戒
を
受
く
べ
き
こ
と
を
説
く
。
た
だ
し
そ

の
菩
薩
戒
は
梵
網
戒
で
あ
っ
て
瑜
伽
戒
で
は
な
い
。

雲
棲
の
戒
思
想
を
継
承
す
る
漢
月
法
蔵
（
一
五
七
三
～
一
六
三
五
）

の
『
弘
戒
法
儀（
（1
（

』
に
お
い
て
も
、
（
．
在
家
二
衆
三
帰
依
、
2
．
出
家

在
家
五
戒
八
戒
、
3
．
沙
弥
・
沙
弥
尼
十
戒
、
（
．
比
丘
・
比
丘
尼
具

足
戒
、
5
．
菩
薩
戒
（
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
）
と
い

う
段
階
的
な
授
戒
が
述
べ
ら
れ
る
。

漢
月
の
思
想
を
継
承
す
る
子
粛
超
遠
（
一
六
三
一
～
一
六
八
九
）

の
『
終
南
山
蟠
龍
子
粛
禪
師
語
録
』
所
収
「
伝
授
三
壇
弘
戒
法
儀（
（（
（

」
で

は
、
初
壇
に
三
帰
依
・
五
戒
・
沙
弥
十
戒
、
二
壇
に
具
足
戒
、
三
壇
に

菩
薩
戒
（
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
）
を
授
け
る
三
壇
戒
会
が

示
さ
れ
る
。

隠
元
の
『
弘
戒
法
儀（
（1
（

』
は
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
初
壇
に
在
家
二
衆
三

帰
依
・
出
家
在
家
五
戒
八
戒
・
沙
弥
・
沙
弥
尼
十
戒
、
二
壇
に
比
丘
・

比
丘
尼
具
足
戒
、
三
壇
に
菩
薩
戒
（
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
・
四
十
八

軽
戒
）
を
授
け
る
三
壇
戒
会
を
示
し
、
こ
れ
が
実
際
に
黄
檗
山
万
福
寺

に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

栄
西
に
始
ま
り
衰
退
し
た
禅
戒
を
隠
元
が
盛
ん
に
し
た
と
梅
嶺
が
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
梅
嶺
に
と
っ
て
隠
元
の
『
弘
戒
法
儀
』
に
基
づ
く
三

壇
戒
会
は
完
備
し
た
禅
戒
を
授
け
る
戒
会
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

五
、
戒
を
め
ぐ
る
永
平
下
諸
師
の
立
場

道
元
禅
師
は「
禅
戒
」の
語
を
用
い
な
い
。
例
え
ば『
正
法
眼
蔵
』「
受

戒
」
で
は
「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」「
仏
戒
」「
菩
薩
戒
」「
大
戒
」「
十
六

支
戒
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。「
受
戒
」
以
外
の
撰
述
に
お
い

て
も
「
禅
戒
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
戒
相
は
い

う
ま
で
も
な
く
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
か
ら
な
る
十
六
条
戒

で
あ
る
。

永
平
下
の
諸
師
の
中
に
は
道
元
禅
師
所
伝
の
戒
を
「
禅
戒
」
と
称
す

る
者
も
あ
り
、「
禅
戒
」
と
呼
ば
な
い
者
も
い
る
。
ま
た
「
禅
戒
」
と

い
う
呼
称
を
用
い
な
い
の
み
な
ら
ず
黄
檗
派
所
伝
の
戒
と
同
様
の
戒
を

菩
薩
戒
と
し
て
尊
ぶ
者
も
あ
る
。

卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
は
『
卍
山
和
尚
洞
門
衣
袽
集
』

所
収
の
「
対
客
二
筆
」「
菩
薩
戒
口
訣
」「
菩
薩
戒
大
事
図
説
」
に
お
い

て
「
仏
戒
」「
大
戒
」「
菩
薩
戒
」
の
み
な
ら
ず
「
禅
戒
」
の
語
を
用
い

る
。
そ
し
て
「
禅
戒
訣　

其
二（
（1
（

」
で
は
、

禪
家
室
内
佛
祖
所
嫡
傳
十
六
事
條
。
洞
濟
一
轍
禪
戒
儀
矣
。
所
謂

達
磨
大
師
所
傳
一
乘
戒
也
。
宋
末
榮
西
和
尚
入
宋
、
受
法
於
黄
龍

派
下
虚
菴
敞
、并
傳
其
禪
戒
。
護
國
論
元
亨
釋
書
等
所
載
分
明
也
。

〔
訓
読
〕
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禅
家
室
内
、
仏
祖
の
嫡
伝
す
る
と
こ
ろ
の
十
六
事
条
、
洞
済
一
轍

の
禅
戒
儀
た
り
。
い
わ
ゆ
る
達
磨
大
師
所
伝
の
一
乗
戒
な
り
。
宋

の
末
、
栄
西
和
尚
入
宋
し
、
法
を
黄
龍
派
下
の
虚
菴
敞
（
虚
庵
懐

敞
）
に
受
け
、
并
び
に
そ
の
禅
戒
を
伝
え
し
こ
と
、
護
國
論
（
興

禅
護
国
論
）・
元
亨
釈
書
等
の
載
す
る
と
こ
ろ
に
分
明
な
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
道
元
禅
師
所
伝
の
十
六
条
戒
は
栄
西
所
伝
の
戒
と
共

通
す
る
「
禅
戒
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
『
興

禅
護
国
論
』『
元
亨
釈
書
』
と
も
に
「
禅
戒
」
の
呼
称
を
用
い
ず
十
六

条
の
戒
に
も
触
れ
な
い
か
ら
、
卍
山
は
梅
嶺
と
同
じ
く
伝
栄
西
述
「
梵

網
経
菩
薩
戒
作
法
」
所
伝
の
十
六
条
の
戒
を
「
禅
戒
」
と
捉
え
た
上
で
、

そ
の
戒
が
道
元
禅
師
所
伝
の
戒
と
の
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
隠
元

所
伝
の
戒
よ
り
も
古
い
禅
戒
の
伝
承
を
有
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
後
、
卍
山
門
流
の
禅
戒
思
想
は
永
平
下
に
お
け
る
戒
の
正
統
と

な
る
。

石
雲
融
仙
（
一
六
七
七
～
？
）
の
『
叢
林
薬
樹
』
巻
上（
（1
（

に
は
、

其
一
乘
菩
薩
大
戒
者
、
天
台
華
嚴
三
論
淨
土
以
及
真
言
等
之
諸
宗

古
今
共
倶
所
行
持
者
而
豈
唯
禪
宗
之
有
哉
。

〔
訓
読
〕

そ
れ
一
乗
菩
薩
の
大
戒
は
、
天
台
・
華
厳
・
三
論
・
浄
土
お
よ
び

真
言
等
の
諸
宗
、
古
今
共
に
倶
に
行
持
す
る
所
の
者
に
し
て
豈
に

た
だ
禅
宗
の
有
な
ら
ん
や
。

と
、
菩
薩
の
大
戒
は
諸
宗
と
も
に
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
禅
宗
の
み
の
専

有
で
は
な
い
こ
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
同
書
に
は
、

十
重
四
十
八
輕
及
十
戒
二
百
五
十
戒
等
、
菩
薩
三
聚
淨
戒
海
中
之

一
滴
耳
。

〔
訓
読
〕

十
重
四
十
八
軽
及
び
十
戒
二
百
五
十
戒
等
は
菩
薩
三
聚
浄
戒
海
中

の
一
滴
な
る
の
み
。

と
も
述
べ（
（1
（

、
沙
弥
の
十
戒
、
比
丘
の
二
百
五
十
戒
と
十
重
四
十
八
軽
戒

は
す
べ
て
菩
薩
の
三
聚
浄
戒
に
含
ま
れ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し

て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
戒
相
は
雲
棲
を
受
け
、
漢
月
、
子
粛
そ
し

て
隠
元
と
継
承
さ
れ
る
『
弘
戒
法
儀
』
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の

戒
思
想
は
「
重
楼
四
級
の
次
第
」
を
重
ん
じ
る
『
菩
薩
善
戒
経
』
を
踏

ま
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
禅
宗
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
菩
薩
戒

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
雲
は
黄
檗
派
の
戒
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
禅
戒
と
い
う
、
禅
宗
の
み
に
限
ら
れ
る
特
異
な
も
の
と
は
認
識
し
な

い
。つ
ま
り
は
十
六
条
戒
を
禅
戒
と
す
る
卍
山
の
立
場
と
、『
弘
戒
法
儀
』

の
戒
を
禅
戒
と
す
る
梅
嶺
の
立
場
を
と
も
に
斥
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）
の
『
仏
祖
正
伝
大
戒
訣
或
問
』

で
は
、「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」「
仏
戒
」「
菩
薩
戒
」「
大
戒
」「
十
六
支
戒
」

と
の
呼
称
を
用
い
、「
禅
戒
」
と
い
う
語
を
用
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ

で
示
さ
れ
る
戒
相
は
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
か
ら
な
る
十
六

条
戒
で
あ
る
。
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』「
受
戒
」
の
立
場
を
踏
襲

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
面
山
が
「
禅
戒
」
と
の
呼
称
を
用
い
な
い
の
は
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本
師
損
翁
宗
益
（
一
六
四
九
～
一
七
〇
五
）
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

面
山
が
損
翁
を
言
動
を
記
し
た
『
奥
州
損
翁
老
人
見
聞
宝
永
記
』
に

は
次
の
記
述
が
あ
る（
（1
（

。

癸
未
十
一
月
十
五
日
、
師
開
戒
會
。
余
初
受
正
傳
佛
戒
。
師
説
戒

三
日
、
因
云
、
血
脈
下
段
有
兩
樣
可
知
、
汝
等
注
意
記
取
。
虚
菴

示
榮
西
則
曰
、
菩
薩
戒
者
禪
門
一
大
事
因
縁
也
。
天
童
示
永
平
則

云
、
佛
戒
者
宗
門
之
一
大
事
因
縁
也
。
彼
曰
菩
薩
戒
曰
禪
門
、
此

曰
佛
戒
曰
宗
門
。
雖
同
一
戒
亦
所
擧
異
耳
。

〔
訓
読
〕

癸
未
（
元
禄
十
六
年
〈
一
七
〇
三
〉）
十
一
月
十
五
日
、
師
、
戒

会
を
開
き
、
余
、
初
め
て
正
伝
の
仏
戒
を
受
く
。
師
、
説
戒
す
る

こ
と
三
日
、
因
に
云
く
、「
血
脈
の
下
段
に
両
様
あ
る
こ
と
を
知

る
べ
し
、
汝
等
、
注
意
し
て
記
取
せ
よ
。
虚
菴
、
栄
西
に
示
し
て

曰
く
、『
菩
薩
戒
は
禅
門
の
一
大
事
因
縁
な
り
』
と
。
天
童
、
永

平
に
示
し
て
則
ち
云
く
、『
仏
戒
は
宗
門
の
一
大
事
因
縁
な
り
』と
。

彼
に
は
菩
薩
戒
と
曰
い
禅
門
と
曰
う
、
こ
こ
に
は
仏
戒
と
曰
い
宗

門
と
曰
う
。
同
一
の
戒
な
り
と
い
え
ど
も
ま
た
挙
す
る
所
は
異
な

る
の
み
。

栄
西
が
虚
庵
懐
敞
（
生
没
年
未
詳
）
よ
り
受
け
た
戒
は
菩
薩
戒
で
あ

り
禅
門
の
一
大
事
で
あ
る
が
、
道
元
禅
師
が
如
浄
禅
師
（
一
一
六
二

～
一
二
二
七
）
よ
り
受
け
た
戒
は
仏
戒
で
あ
り
宗
門
の
一
大
事
で
あ

る
と
い
う
。
両
者
は
「
同
一
の
戒
」
す
な
わ
ち
そ
の
戒
相
が
同
じ
く

十
六
条
戒
で
あ
る
が
、そ
の
内
実
は
こ
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
示
誨
を
受
け
た
面
山
が
道
元
禅
師
所
伝
の
「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」

を
「
禅
戒
」
と
呼
ば
な
い
の
は
、
当
時
「
禅
戒
」
と
見
做
さ
れ
た
栄
西

所
伝
の
戒
と
区
別
す
る
意
図
が
あ
ろ
う
。

な
お
『
仏
祖
正
伝
大
戒
訣
』
巻
上（
（1
（

で
は
「
禅
戒
」
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

而
禪
門
室
中
授
受
、
繩
繩
不
斷
者
、
觀
天
童
授
永
平
、
謂
佛
祖
正

傳
佛
戒
者
、
可
知
矣
。
宋
亡
而
禪
戒
之
脈
絶
而
無
續
、
元
明
之
禪

林
只
隨　

宜
保
護
耳
。
吾
永
平
幸
入
宋
於
禪
戒
未
泯
之
時
、
而
面

稟
之
天
童
、
歸
朝
之
後
、
相
續
綿
綿
、
以
至
今
日
者
、
豈
止
吾
輩

兒
孫
之
慶
幸
也
哉
。

〔
訓
読
〕

し
か
る
に
禅
門
室
中
の
授
受
、「
縄
縄
と
し
て
断
ぜ
ざ
る
」
も
の
、

天
童
、
永
平
に
授
け
て
仏
祖
正
伝
仏
戒
と
謂
う
者
を
観
て
知
り
ぬ

べ
し
。
宋
亡
じ
て
禅
戒
の
脈
絶
え
て
続
く
こ
と
な
く
、
元
明
の
禅

林
た
だ
随
宜
の
保
護
の
み
。
吾
が
永
平
、
幸
い
に
宋
に
禅
戒
未
だ

泯
ぜ
ざ
る
の
時
に
入
り
て
こ
れ
を
天
童
に
面
稟
し
帰
朝
の
後
、
相

続
綿
綿
、
以
て
今
日
に
至
る
者
、
豈
に
た
だ
吾
が
輩
の
児
孫
の
慶

幸
な
る
の
み
な
ら
な
ん
や
。

右
の
文
は
、
先
に
挙
げ
た
虎
関
の
「
禅
戒
軌
」
の
序
を
踏
ま
え
て
い

よ
う
。
虎
関
が
、

予
見
諸
家
戒
系
、
譜
名
皆
不
連
属
、
只
我
禪
戒
、
自
佛
世
尊
至
今
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時
、
繩
繩
不
絶
一
人
。
故
諸
戒
法
、
此
戒
爲
最
。

〔
訓
読
〕

予
、
諸
家
の
戒
系
を
見
る
に
譜
名
み
な
連
属
せ
ず
、
た
だ
我
が
禅

戒
、仏
世
尊
よ
り
今
時
に
至
る
ま
で
縄
々
と
し
て
一
人
を
絶
え
ず
。

故
に
諸
の
戒
法
、
こ
の
戒
を
最
と
為
す（
（1
（

。

と
述
べ
た
「
た
だ
我
が
禅
戒
」
を
、
面
山
は
「
禅
門
室
中
の
授
受
」
と

言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
後
に
「
禅
戒
の
脈
絶
え
て
続
く
な
く
」
と
い

う
の
も
、
禅
門
室
中
に
お
け
る
戒
の
授
受
が
絶
え
て
続
か
な
か
っ
た
と

い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
他
派
の
戒
の
相
承
に
対
し
て
禅
門
に
お
け

る
戒
の
相
承
を
「
禅
戒
」
と
称
し
て
い
る
も
の
か
と
察
せ
ら
れ
る
。

六
、
む
す
び

本
稿
で
は
江
戸
時
代
臨
済
宗
黄
檗
派
の
梅
嶺
道
雪
が
『
沙
弥
律
儀
領

略
』
の
序
に
お
い
て
、「
禅
戒
」
は
栄
西
に
始
ま
っ
た
が
そ
の
後
の

四
百
年
は
衰
退
し
異
説
を
生
じ
、
隠
元
が
来
朝
し
三
壇
戒
会
を
開
い
た

た
め
正
し
い
禅
戒
が
広
ま
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
紹

介
し
た
。
た
だ
し
こ
の
認
識
が
当
時
の
黄
檗
派
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
未
確
認
で
、
今
後
こ
の
確
認
が
課
題
と
な
る
。

筆
者
は
戒
の
研
究
を
専
門
と
し
て
い
な
い
が
、
本
学
仏
教
学
部
の
選

択
必
修
科
目
「
禅
学
研
究
Ｂ
」
を
担
当
し
、
中
国
の
禅
籍
や
日
本
曹
洞

宗
の
典
籍
を
紹
介
し
て
お
り
、
日
本
曹
洞
宗
の
典
籍
の
一
部
と
し
て
戒

に
関
す
る
典
籍
も
取
り
扱
う
。
本
稿
後
半
で
は
、
そ
の
授
業
で
紹
介
し

て
い
る
永
平
下
諸
師
の
戒
に
対
す
る
認
識
と
梅
嶺
の
そ
れ
と
を
比
較

し
、
道
元
禅
師
所
伝
の
戒
を
栄
西
と
共
通
す
る
禅
戒
と
す
る
卍
山
、
禅

戒
と
い
う
特
別
な
も
の
を
認
め
ず
『
弘
戒
法
儀
』
と
共
通
す
る
戒
全
体

を
菩
薩
戒
と
す
る
石
雲
、
道
元
禅
師
所
伝
の
戒
を
禅
戒
と
は
呼
ば
な
い

面
山
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
相
違
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

注
（
（
）
寛
文
九
年
本
は
駒
澤
大
学
図
書
館
に
請
求
番
号
「H

3（9/（8

」
と
し
て

架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
慶
安
四
年
本
は
駒
澤
大
学
図
書
館
に
請
求
番
号
「H

3（9/26

」
と
し
て

架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
寛
文
九
年
本
一
丁
裏
。

（
（
）
こ
の
序
の
一
部
分
は
、『
黄
檗
僧
と
鍋
島
家
の
人
々
―
小
城
の
潮
音
・

梅
嶺
の
活
躍
―
』（
平
成
二
〇
年
、
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
）
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
駒
澤
大
学
図
書
館
で
は
完
本
が
永
久
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
請

求
番
号
「
永
久7（37/6

」
と
し
て
架
蔵
さ
れ
る
。
大
正
蔵
は
『
諸
回
向

清
規
』
と
し
て
第
八
一
巻
に
収
め
る
。
な
お
「
禅
戒
軌
」
と
「
梵
網
経

菩
薩
戒
作
法
」
に
つ
い
て
は
、
葛
西
好
雄
氏
「『
受
禅
戒
作
法
』
の
資
料

位
置
―
中
世
禅
家
に
お
け
る
菩
薩
戒
儀
軌
の
源
流
―
」（『
臨
済
宗
妙
心

寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
第
二
号
）
を
参
照
。

（
6
）
注
（
5
）
明
暦
三
年
本
巻
五
、三
三
丁
表
。
大
正
蔵
八
一
、六
七
八
頁
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上
段
に
相
当
部
分
が
あ
る
。

（
7
）
大
正
蔵
三
〇
、一
〇
一
三
頁
下
段
。

（
8
）
続
蔵
第
一
編
第
五
九
套
第
五
冊
四
〇
〇
丁
左
下
段
。

（
9
）
承
応
二
年
刊
本
（
駒
澤
大
学
図
書
館
「235/（7-5

」）
二
四
丁
表
～
裏
。

荒
木
見
悟
監
修
・
宋
明
哲
学
研
討
会
訳
注
『
竹
窓
随
筆
―
明
清
仏
教
の

風
景
』
二
〇
〇
七
年
、
中
国
書
店
刊
、
三
九
五
頁
に
訳
註
が
あ
る
。

（
（0
）
駒
澤
大
学
図
書
館
所
蔵
『
続
明
版
大
蔵
経
』（H

20（/35A
-86/5

）
所
収
。

（
（（
）
駒
澤
大
学
図
書
館
所
蔵
『
又
続
明
版
大
蔵
経
』（H

20（/35B-30/（0

）

所
収
。

（
（2
）
駒
澤
大
学
図
書
館
に
は
請
求
番
号
「H

3（9/（（

」
と
し
て
架
蔵
さ
れ
る
。

（
（3
）『
卍
山
広
録
』
巻
第
四
十
七
所
収
、『
曹
洞
宗
全
書
』「
語
録
二
」

九
〇
八
頁
上
段
に
相
当
部
分
が
あ
る
。

（
（（
）享
保
四
年
刊
本（
駒
澤
大
学
図
書
館「（88.86/85-（
」）一
五
丁
裏
。『
曹

洞
宗
全
書
』「
禅
戒
」
二
七
頁
上
段
に
相
当
部
分
が
あ
る
。

（
（5
）
注
（
（（
）
同
書
一
八
丁
表
。『
曹
洞
宗
全
書
』「
禅
戒
」
二
八
頁
上
段

に
相
当
部
分
が
あ
る
。

（
（6
）『
続
曹
洞
宗
全
書
』「
法
語
」
四
一
九
頁
下
段
。

（
（7
）
享
保
九
年
刊
本
（
駒
澤
大
学
図
書
館
「（7（/2A

-（

」
乾
冊
六
丁
表
～
裏
。

『
曹
洞
宗
全
書
』「
禅
戒
」
八
九
頁
下
段
に
相
当
部
分
が
あ
る
。

（
（8
）
注
（
5
）『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
、三
三
丁
表
。
大
正
蔵
八
一
、六
七
八

頁
上
段
に
相
当
部
分
が
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

梅
嶺
道
雪
、
沙
弥
戒
律
儀
要
略
、
禅
戒
、
道
元
禅
師
、

永
平
下
曹
洞
宗
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